
一般社団法人日本施設園芸協会施設園芸等燃料価格高騰対策実施要領 一部改正新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

 

一般社団法人日本施設園芸協会 

施設園芸等燃油価格高騰対策実施要領 

 

（略） 

 

附則 

１ この改正は、令和５年１２月１９日から施行する。 

   （令和５年１２月１９日付け日施園第１９７号） 

２ 改正前の燃料価格高騰対策実施要領に基づく事業については、なお従前の例による。 

 

附則 

１ この改正は、令和６年１月 15 日から施行する。 

  （令和６年１月 15 日付け日施園第２２７号） 

２ 改正前の燃料価格高騰対策実施要領に基づく事業については、なお従前の例による。 

 

 

 

参考様式第①号（第１８条第１項第１号関係）【更新の場合】 

 

施設園芸用燃料価格差補塡金積立契約締結完了通知 

（令和〇事業年度燃料購入数量の設定について） 

 

令和  年  月  日  

（加入者組織代表者）殿 

 

（○○協議会） 

住            所         

名称及び代表者の氏名       

 

（略） 

また、第２回納付額については２月下旬の納付を予定していますが、納付日等は別途お知

らせさせていただきます。 

なお、この期日までに燃料補填積立金の納入がされない場合、本積立契約を解約しますの

でご留意ください。 

 

（略） 

 

 

 

 

一般社団法人日本施設園芸協会 

施設園芸等燃油価格高騰対策実施要領 

 

（略） 

 

附則 

１ この改正は、令和５年１２月１９日から施行する。 

   （令和５年１２月１９日付け日施園第１９７号） 

２ 改正前の燃料価格高騰対策実施要領に基づく事業については、なお従前の例による。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

参考様式第①号（第１８条第１項第１号関係）【更新の場合】 

 

施設園芸用燃料価格差補塡金積立契約締結完了通知 

（令和〇事業年度燃料購入数量の設定について） 

 

令和  年  月  日  

（加入者組織代表者）殿 

 

（○○協議会） 

住            所         

名称及び代表者の氏名       

 

（略） 

また、第２回納付額については１月下旬の納付を予定していますが、納付日等は別途お知ら

せさせていただきます。 

なお、この期日までに燃料補填積立金の納入がされない場合、本積立契約を解約しますの

でご留意ください。 

 

（略） 

 

 

 



 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式第①号（第１８条第１項第１号関係）【新規契約の場合】 

 

施設園芸用燃料価格差補塡金積立契約締結完了通知 

（令和〇〇事業年度燃料購入数量の設定について） 

 

令和  年  月  日  

（加入者組織代表者）殿 

 

（○○協議会） 

住            所         

名称及び代表者の氏名       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式第①号（第１８条第１項第１号関係）【新規契約の場合】 

 

施設園芸用燃料価格差補塡金積立契約締結完了通知 

（令和〇〇事業年度燃料購入数量の設定について） 

 

令和  年  月  日  

（加入者組織代表者）殿 

 

（○○協議会） 

住            所         

名称及び代表者の氏名       



 

（略） 

また、第２回納付額については２月下旬の納付を予定していますが、納付日等は別途お知

らせさせていただきます。 

なお、この期日までに燃料補填積立金の納入がされない場合、本積立契約を解約しますの

でご留意ください。 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

また、第２回納付額については１月下旬の納付を予定していますが、納付日等は別途お知ら

せさせていただきます。 

なお、この期日までに燃料補填積立金の納入がされない場合、本積立契約を解約しますの

でご留意ください。 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式第①号（第２６条第１項第１号関係）【更新の場合】 

 

茶加工用燃料価格差補塡金積立契約締結完了通知（令和〇事業年度燃料購入数量の設定につ

いて） 

 

令和  年  月  日  

（加入者組織代表者）殿 

 

（○○協議会） 

住            所         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式第①号（第２６条第１項第１号関係）【更新の場合】 

 

茶加工用燃料価格差補塡金積立契約締結完了通知（令和〇事業年度燃料購入数量の設定につ

いて） 

 

令和  年  月  日  

（加入者組織代表者）殿 

 

（○○協議会） 

住            所         



名称及び代表者の氏名       

 

令和（平成）○年○月○日付けで成立した茶加工用燃料価格差補填金積立契約のうち、令和○

年○月○日付けで更新の申込みのあった令和６事業年度の茶加工用燃料購入数量等について、

下記の内容で設定します。 

 

ついては、令和○年○月○日までに、令和６事業年度燃料補填積立金のうち納付必要額を当協

会の口座へ納付願います。（口座：金融機関・支店名、預金種別、口座番号及び預金の名義） 

なお、この期日までに燃料補填積立金の納入がされない場合、本積立契約を解約しますのでご

留意ください。 

 

（略） 

 

 

 

 

名称及び代表者の氏名       

 

令和（平成）○年○月○日付けで成立した茶加工用燃料価格差補填金積立契約のうち、令和○

年○月○日付けで更新の申込みのあった令和５事業年度の茶加工用燃料購入数量等について、下

記の内容で設定します。 

 

ついては、令和○年○月○日までに、令和５事業年度燃料補填積立金のうち納付必要額を当協

会の口座へ納付願います。（口座：金融機関・支店名、預金種別、口座番号及び預金の名義） 

なお、この期日までに燃料補填積立金の納入がされない場合、本積立契約を解約しますのでご

留意ください。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

参考様式第①号（第２６条第１項第１号関係）【新規契約の場合】 

 

茶加工用燃料価格差補塡金積立契約締結完了通知 

（令和〇事業年度燃料購入数量の設定について） 

 

令和  年  月  日  

（加入者組織代表者）殿 

 

（○○協議会） 

住            所 

名称及び代表者の氏名 

 

（略） 

 

 

 
 

 

 

参考様式第①号（第２６条第１項第１号関係）【新規契約の場合】 

 

茶加工用燃料価格差補塡金積立契約締結完了通知 

（令和〇事業年度燃料購入数量の設定について） 

 

令和  年  月  日  

（加入者組織代表者）殿 

 

（○○協議会） 

住            所 

名称及び代表者の氏名 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（略） 

 

 

 

参考様式第②号（第２１条第１号関係）【契約の更新の場合】 

 

施設園芸用燃料価格差補塡金積立契約申込書（更新） 

 

（略） 

 

【積立契約における留意事項】 

・積立契約の期間は、令和 年 月 日（平成24事業年度からの契約の場合は平成25年２月

１日、平成25事業年度以降からの契約の場合は当該年の５月１日（又は４月１日若しくは

６月１日若しくは７月１日）を開始日とし、令和〇年６月30日までの期間です（期間の終

期が更新されます。）。 

 

（略） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

参考様式第②号（第２１条第１号関係）【契約の更新の場合】 

 

施設園芸用燃料価格差補塡金積立契約申込書（更新） 

 

（略） 

 

【積立契約における留意事項】 

・積立契約の期間は、令和（平成） 年 月 日（平成24事業年度からの契約の場合は平成

25年２月１日、平成25事業年度以降からの契約の場合は当該年の５月１日（又は４月１日

若しくは６月１日若しくは７月１日）を開始日とし、令和５年４月30日（又は３月31日若

しくは５月30日若しくは６月30日）までの期間です（期間の終期が更新されます。）。 

 

（略） 

 

 

 

 



 

参考様式第②号（第２１条第１号関係）【新規契約の場合】 

 

施設園芸用燃料価格差補塡金積立契約申込書 

 

（略） 

 

【積立契約における留意事項】 

・積立契約の期間は、令和〇年７月１日を開始日とし、令和〇年６月30日までの期間です。 

 

（略） 

 

 

 

参考様式第②号（第２９条第１項第１号関係）【契約の更新の場合】 

 

茶加工用燃料価格差補塡金積立契約申込書（更新） 

 

（略） 

 

【積立契約における留意事項】 

・積立契約の期間は、平成（令和） 年 月 日を開始日とし、令和６年10月31日までの期

間です（期間の終期が更新されます。）。 

 

（略） 

 

 

 

参考様式第②号（第２９条第１項第１号関係）【新規契約の場合】 

 

茶加工用燃料価格差補塡金積立契約申込書 

 

（略） 

 

【積立契約における留意事項】 

・積立契約の期間は、令和６年４月１日を開始日とし、令和６年10月31日までの期間です。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

参考様式第②号（第２１条第１号関係）【新規契約の場合】 

 

施設園芸用燃料価格差補塡金積立契約申込書 

 

（略） 

 

【積立契約における留意事項】 

・積立契約の期間は、令和５年１月１日を開始日とし、令和５年４月30日（又は３月31日若

しくは５月30日若しくは６月30日）までの期間です。 

（略） 

 

 

 

参考様式第②号（第２９条第１項第１号関係）【契約の更新の場合】 

 

茶加工用燃料価格差補塡金積立契約申込書（更新） 

 

（略） 

 

【積立契約における留意事項】 

・積立契約の期間は、平成（令和） 年 月 日を開始日とし、令和５年10月31日までの期

間です（期間の終期が更新されます。）。 

 

（略） 

 

 

 

参考様式第②号（第２９条第１項第１号関係）【新規契約の場合】 

 

茶加工用燃料価格差補塡金積立契約申込書 

 

（略） 

 

【積立契約における留意事項】 

・積立契約の期間は、令和５年４月１日を開始日とし、令和５年10月31日までの期間です。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 



 

参考様式第③号（第２１条第１号関係） 

 

施設園芸用燃料購入数量等設定申込書（令和○事業年度） 

 

（略） 

 

１．対象期間  令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

 

２．対象数量（施設園芸用燃料価格差補塡金の対象となる燃料購入予定数量 

 

 

３．燃料補塡積立の金額 

選択された単価 

Ａ重油  （13.3円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油  （14.1円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

Ａ重油  （26.7円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油  （28.3円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

Ａ重油  （44.5円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油  （47.1円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

Ａ重油  （62.2円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油  （65.9円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

ＬＰガス（17.3円）×数量設定申込書の数量（     ㎏）×1/2＝      円 

 

参考様式第③号（第２１条第１号関係） 

 

施設園芸用燃料購入数量等設定申込書（令和○事業年度） 

 

（略） 

 

１．対象期間  令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

 

２．対象数量（施設園芸用燃料価格差補塡金の対象となる燃料購入予定数量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．燃料補塡積立の金額 

選択された単価 

Ａ重油  （12.2円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油  （13.0円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

Ａ重油  （24.5円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油  （25.9円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

Ａ重油  （40.8円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油  （43.2円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

Ａ重油  （57.1円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

灯 油  （60.5円）×数量設定申込書の数量（     ㍑）×1/2＝      円 

ＬＰガス（16.0円）×数量設定申込書の数量（     ㎏）×1/2＝      円 



ＬＮＧ  （ 8.7円）×数量設定申込書の数量（     ㎥）×1/2＝      円 

ＬＰガス（34.7円）×数量設定申込書の数量（     ㎏）×1/2＝      円 

ＬＮＧ  （17.5円）×数量設定申込書の数量（     ㎥）×1/2＝      円 

ＬＰガス（57.8円）×数量設定申込書の数量（     ㎏）×1/2＝      円 

ＬＮＧ  （29.1円）×数量設定申込書の数量（     ㎥）×1/2＝      円 

ＬＰガス（80.9円）×数量設定申込書の数量（     ㎏）×1/2＝      円 

ＬＮＧ  （40.7円）×数量設定申込書の数量（     ㎥）×1/2＝      円 

 

計 円 

＊積立の金額は、参加構成員ごとに計算結果を切り捨てにより 100 円単位としたものです。 

 

【燃料購入数量等設定における留意事項】 

（略） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＮＧ  （8.60円）×数量設定申込書の数量（     ㎥）×1/2＝      円 

ＬＰガス（32.0円）×数量設定申込書の数量（     ㎏）×1/2＝      円 

ＬＮＧ  （17.1円）×数量設定申込書の数量（     ㎥）×1/2＝      円 

ＬＰガス（53.3円）×数量設定申込書の数量（     ㎏）×1/2＝      円 

ＬＮＧ  （28.5円）×数量設定申込書の数量（     ㎥）×1/2＝      円 

ＬＰガス（74.6円）×数量設定申込書の数量（     ㎏）×1/2＝      円 

ＬＮＧ  （39.9 円）×数量設定申込書の数量（     ㎥）×1/2＝      円 

 

計 円 

＊積立の金額は、参加構成員ごとに計算結果を切り捨てにより 100 円単位としたものです。 

 

【燃料購入数量等設定における留意事項】 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

参考様式第③号（第２９条第１項第１号関係） 

 

茶加工用燃料購入数量等設定申込書（令和〇事業年度） 

 

（略） 

 

１．対象期間 令和  年  月  日から令和６年10月31日まで 

 

２．対象数量（茶加工用燃油価格差補塡金の対象となる燃料購入予定数量） 

 

 

３．燃料補填積立の金額 

（略） 

 

 

 

参考様式第③号（第２９条第１項第１号関係） 

 

茶加工用燃料購入数量等設定申込書（令和〇事業年度） 

 

（略） 

 

１．対象期間 令和  年  月  日から令和５年10月31日まで 

 

２．対象数量（茶加工用燃油価格差補塡金の対象となる燃油購入予定数量） 

 

 

３．燃料補填積立の金額 

（略） 

 

 

 


